
 

【企画政策部企画課】 

 

 

小石川地方合同庁舎（仮称）新設工事 変更概要 

 

 

工 事 場 所 

 

文京区後楽一丁目７番４、８、９ 

変 更 概 要 ⑴ 工事請負契約約款第 25条第６項（インフレスライド条項）

の規定により工事費の増額を行う。 

 

⑵ 地下の仮設工事及び地中障害撤去工事の追加等により工 

事費の増額及び工期の延長を行う。 

 

契 約 金 額  

 

  変 更 後 

 

４，３９４，６４５，７４３円 

（うち消費税相当額３９９，５１３，２４８円） 

 

  変 更 前 

 

４，２０２，５５７，５２４円 

（うち消費税相当額３８２，０５０，６８３円） 

 

  増   減 １９２，０８８，２１９円 

（うち消費税相当額１７，４６２，５６５円） 

 

工     期  

 

  変 更 後 令和４年４月 19日から令和９年５月 14日まで 

 

  変 更 前 令和４年４月 19日から令和９年３月 31日まで 

 

増   減 44日 

 


